
主要事業概況 平成１４年４月末現在 対前月増減数

事 業 所 数 （ 件 ） 277 0 

加入員数（人）

男子 6,809 279 
女子 2,873 177 
計 9,682 456 

平成１４年５月号 受給者数（人）

男子 3,226 16 
女子 1,689 1 
計 4,915 17 
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６５歳以上従業員の基金適用はじまる
65歳以上加入員・適用状況

平成１４年４月末現在

加 入 員 数
平 均 標 準
給 与 月 額

（人） （円）

男子 181 373,282

女子 44 308,636

計 225 360,640

事 業 所 数 １２９事業所

平成１４年度・受託機関の年金資産運用計画
市　　場　　予　　想 期待収益（リターン）率（％）　　　（　）内はリスク
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＊市場予想は年度末の予想中央値です。　　　　　　 5.88
＊期待収益率における資産別のリターン及びリスクは各受託機関の標準型運用におけるものです。
＊期待収益率の計「構成加重」は各受託機関における資産構成割合をもって、「シェア加重」は各受託機関への資産配分（シェア）割合をもって
あそれぞれ加重修正したものです。

基 金 情 報
No．１

 期待収益率　５．８８％！

６５歳以上加入員２２５名

　 平成１２年の厚生年金保険法の一部改正によって、平成１４年４月１日から、 ６５歳
以上７０歳未満の従業員の方も厚生年金の被保険者となることとなりました。これらの
方々は、同時に、厚生年金基金にも加入することとなっています。
　 この４月に、新たに当基金の加入員となられた６５歳以上の方々は、全事業所の半
数に近い１２９の事業所において、計２２５名（１事業所当り１．７人）となっています。
　 この結果、平成１４年４月末における加入員数は、新規採用者などと合せますと、
対前月増減数で、昨年度より １９０名程度多い、４５６名の増加となり、合計加入員数
では ９，６８２名となっています。

平成１２年度の年金資産の運用は、基金制度始まっ
て以来のマイナス(当基金・修正総合利回り－9.42%）と
いう状況でしたが、平成１３年度においても引き続き マ
イナス（当基金・修正総合利回り－4.01%） と、２年連続
した最悪の運用状況でした。

資産運用の受託機関各社は、平成１４年度の年金
資産運用計画において、格差はあるものの、 運用環
境が改善 されるとの見方のもとに、 一定の期待収益
率（ﾘﾀｰﾝ）が得られることを予想しています。

期待収益率 ５．８８％ は、年金数理計算上の予定利率５．５％を上回るものですが、運用コスト等を考慮します
と、年金給付に必要かつ十分な資産の積立に不足します。より高い収益率結果を期待したいところです。
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この結果、年金資産の減
少・積立不足の増大等 基金の
事業運営はもとより財政状況
は、極めて厳しいものとなって
います。

年金資産の運用を委託し
ている７社の年金資産運用
計画に基づき、 平成１４年
度の当基金の期待収益率
を推計しますと、５．８８％が
見込まれます。



　　　　　　大和銀信託銀行・営業開始
　

大和銀行は年金･法人信託部門を分社化し、大和銀信託銀行株式会社（社長：黒石 輯）
を設立していましたが、平成１４年３月１日から大和銀信託銀行の営業が開始されました。

これに伴い、当基金の年金資産運用（一部）を大和銀行から大和銀信託銀行に移行する
こととなり、所定の変更の手続きを済ませました。

また、分社化とともに、業務提携先が検討されていましたが、平成１４年３月２２日ﾌﾗﾝｽ最
大のﾘﾃｰﾙﾊﾞﾝｸであるｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙS.A.と資本提携・業務提携の合意に達しています。

大和銀信の格付けは

「A－」
（３/１・日本格付研究所・長期優先債務）

当基金は、経理関係監査について、公認会
計士辻会計事務所と顧問契約を結んでいます。

この辻会計事務所は、平成１４年４月１日本郷
公認会計士事務所と合併し、法人化を図った新
たな「辻・本郷税理士法人」を設立しました。

当基金は、引続き同法人に毎月の監査を委
託していくこととしています。

辻会計事務所が合併・法人化
　　　　辻・本郷税理士法人としてスタート

確定給付企業年金法
の施行に伴い、厚生年金
基金関連法令の一部が
改正され、基金の業務概
況を加入員に周知するこ
とが義務付けられました。

また、監事監査の監査
事項に業務概況の周知
に関する事項が加えられ
ました。

加入員への周知

監査事項の追加

業務概況の周知が義務化

―  基 金 だ よ り に よ る 周 知 と
　　　　　　　　監 事 監 査 規 程 の 変 更  ―

加入員に対する業務概況の周知に
ついては、本年度から、年４回発行し
ている「基金だより」に周知事項を逐
次掲載して行うこととします。

また、年金受給者についても、「受
給者だより」によって周知に努めること
としています。

なお、基金の規約や予算・決算、事
業の概要などは、当基金のホーム
ページで見ることができます。

業務概況の周知に関する監査事
項の追加については、「東日本硝子
業厚生年金基金監事監査規程」の一
部を変更することとしました。

また、本年度の監事監査から周知
事項を対象とした監査の実施をお願
いすることとしています。

　　　　　　　　　　　業務概況の周知事項（年１回以上周知）
　規約
　給付の額及び設計
　加入員数及び受給者数並びに支給額及び支給概況
　徴収掛金及び徴収金の額並びに徴収時期及び徴収概況
　積立金の額、責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立の概況
　運用収益・運用損失、資産の構成割合その他運用の概況並びに運用の基本方針の概要
　基本方針その他事業に係る重要事項
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年金資産運用委員会の開催

財政運営委員会の開催

第２８回年金資産運用委員会が平成５月２８日
ガラス会館にて開催されました。

議事事項は､次のとおりで、年金資産の運用の
評価・確認、今後の運用への検討などの審議が行
われました。
　１　平成１３年度の年金資産の運用結果
　２　平成１４年度の運用計画
　３　平成１４年度（４月末）の年金資産の運用状況
　４　今後の運用方針

第１８回財政運営委員会が年金資産運用委員
会に引続き開催されました。

当日の議事内容は、確定給付企業年金法の施
行に伴い、昨年から本年にかけて改正された厚生
年金基金関連法令に係る措置への対応でした。

財政運営委員会における時宜事項と審議結果
の概要は、次のとおりです。

　１　厚生年金基金関連法令及び通知内容
　　　　 積立上限額を超える場合の掛金の徴収停止・控
　　　　除や解散時の掛金の一括徴収等の導入並びに基
        金の運営の弾力化の措置に伴う 規約・規程の変更
        について、規約・規程例に基づき、適時に行うことと

        した。

　２　事業所の減少に伴う掛金の一括徴収
　　　　 事業所の減少に伴う特別掛金の徴収の 法制化
        に伴う対応については、徴収対象事業所や徴収額
        の基金での選択肢等について引続き検討する こと
        とした。
　　　　　 現在、当基金では、それと同様の脱退時特別掛
　　　　金の徴収を規約で定めていますので、これをもって

　　　　当面対応することとなります。

　３　監事監査規程の変更
　　　　業務概況の周知に関する事項を監査対象とする

　　　　監事監査規程の変更を行うこととした。

　４　業務概況の周知
　　　　業務概況の加入員に対する周知方法について、
        法令上いくつかの選択肢が示されたが、容易 かつ
        全員に周知できる方法として、「基金だより」 による
        周知方法を選択・実施することとした。

厚労省の監査
本年１０月に予定

厚生労働省関東信越厚生局
は、当基金の事業全般にわた
る監査を本年１０月（予定）に実
施する旨通知してきました。

具体的な日時・監査官等は、
現在不明ですが、丸一日年金
資産の運用状況等を中心に監
査が実施されることが想定され
ています。
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